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令和６年度第２回秋田市社会福祉審議会会議録 

 

日  時：令和７年２月３日(月)　午後１時３０分から午後２時２０分まで 

場  所：秋田市役所正庁 

出席者：委員４１名 

　　　　傍聴者１名 

欠席者：稲見育大委員、石田貴洋委員、柴田和幸委員、中川聖子委員、 

　　　　伊藤修委員 

　　　　（以上、児童専門分科会:５名） 

 伊藤司委員、筒井貴久委員、矢野珠巨委員、三浦利哉委員、

 毛内嘉威委員

　　　　（以上、障がい者専門分科会:５名） 

 稲庭千弥子委員、玉木克弥委員、熊谷肇委員

　　　　（以上、高齢者専門分科会:３名） 

 黒崎義雄委員、藤田尚委員、近藤直委員

 （以上、地域福祉専門分科会：３名）

 

主な説明や意見 

 【第５次秋田市地域福祉計画について】

（羽渕委員長） 　地域福祉専門分科会の前原分科会長から、分科会報告を

 お願いいたします。 

  

（前原分科会長） 　（分科会報告） 

  

（羽渕委員長） 　事務局から、詳細の説明をお願いいたします。 

  

（地域福祉推進室長） 　（会議資料【別紙１】により説明） 

  

（羽渕委員長） 　委員の皆さまから、ご質問やご意見はございませんか。 

  

（水澤委員） 　重層的支援体制やアウトリーチについて、具体的なイメ

  ージや例示があればお知らせいただきたい。

 　また、福祉避難所について、検討の進み具合や、どの程

  度まで具体的な検討がなされているのか確認したい。

  

                                 案
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（地域福祉推進室長） 　まず、アウトリーチについては、現在、令和５年豪雨災

 害において被災された方々に対して、秋田市社会福祉協議

 会に支え合いセンターを設置し、被災者一人ひとりの個別

 訪問を実施し、その際に色々な悩みや支援内容などの聴き

  取りを行っております。

 　また、聴き取りの内容について、市役所内に各部局横断

 的な職員を集めた復興支援チームを設置し、さらに、協力

 いただけるＮＰＯ団体、弁護士会の方などにも参画してい

 ただき、その中で話し合いを重ねながら、行政でできるこ

 と、民間、ＮＰＯ団体やボランティア団体でできることを

  お互いに情報共有し、被災者支援に努めております。

 　なお、現在は被災された方だけに実施しておりますが、

 これが平常時にも同様の形で支援できればということで、

 重層的支援体制整備事業に移行できればという形で進めて

  おります。

 　２点目の福祉避難所については、豪雨災害検証委員会で

 も話題になりました。福祉避難所となる各介護施設や障が

 い者施設と秋田市とで協定を結んでおりますが、場所をお

 借りするという協定であり、福祉避難所でお世話する人の

 確保が難しい点について今回の災害で課題となったことか

 ら、現在、秋田県では、平常時からそのようなお世話する

 人たちの育成、派遣などを進めていくため、介護職員など

 によるＤＷＡＴというチームを組織し、各施設や避難所で

 の活動を災害時に行うこととしております。これを平常時

 においても進め、お世話する人たちの派遣も含め、秋田県

 とも協力しながら、福祉避難所がスムーズに開設できるよ

  う、これから進めていこうとしている段階でございます。

  

（羽渕委員長） 　災害時のＤＷＡＴの話が出ており、人がなかなか集まら

 ないということだったと思います。我々医療関係者として

 も、コロナの時に宿泊施設でご協力いただける人や看護師

 などは、応募してもなかなか来られないという状況があっ

 たと思います。災害でも、秋田県はどんどん人が少なくな

 って、非常に人員不足になっており、そこで資格を厳密に

 してしまうと、さらにきつくなってしまう。結局は資格の

 ある人、医師や看護師でないと駄目とか言い出すのは、理
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 想的なチームを作るのはそうですが、緊急事態の時に理想

 を求めると結局身動きが取れなくなって、何も進まないと

 いうのはよくある話です。ぜひ法改正でも何でも、緊急時

 には制限を緊急的に和らげるといった仕組み作りについて

  ご検討いただければと思います。

  

（綿貫委員） 　再犯防止推進の関係で、計画１１９ページ、秋田市にお

 ける少年を除く検挙人数の中で、窃盗犯が１９０人と最も

 多く全体の６割を占めている、また、年齢は６５歳以上が

 ９７人と最も多く、全体の３分の１となっているという記

 載がありました。介護支援専門員の対象となる１号被保険

 者が６５歳以上ということになりますが、この６５歳以上

 の方がこれだけ多いという背景に、例えば認知症であると

 か、あるいは生活の課題など、何か我々が支援する上での

  ヒントになるような情報があれば教えていただきたい。

  

（地域福祉推進室長） 　刑務所や法務省のデータなどを元にしており、深い内容

 については、提供元とお互いに協力しながら、今どういう

 実態であるのかということを調査研究して、どのような支

 援策を行っていけばいいのかということを関係機関と詰め

 ている段階のため、今後、各種関係機関との話し合いの中

  で情報提供をしてまいりたいと考えております。

  

（藤原委員） 　弁護士の立場から、高齢者の窃盗が多いという実情につ

 いて補足します。窃盗というのは、皆さまには万引きと窃

 盗の区別がないかもしれませんが、私はスーパーでの万引

 きがとても多く、家計の管理が上手にできていない、また

 はできているが、抽象的な不安が大きいために、節約とし

  て万引きをしている方が一定数いると実感しております。

 　実際、私が弁護する中で、お金は持っているが、不安だ

 ということで万引きをしている方もおります。また、認知

 症のためや、判断能力の低下のためにお金の管理ができて

 ない方もおりますが、結局は一人暮らしの高齢者、もしく

 は高齢者同士のご家庭が多く、再犯防止のための具体的な

 施策、例えば日常生活自立支援事業を受けるほどでもない

 が、もう万引きをやらないと言って泣いてその場を過ごす
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 けれども、やはり喉元を過ぎてまたやるというようなこと

  が多いのが実態かと思っています。

 　私は、他の会議でも言っておりますが、万引きが一定数

 多い量販店があり、そこに相談員を置くべきだと個人的に

 は思っております。また、具体的な策については、高齢者

 が多い秋田県独自の策を打ち出していただきたいと思って

  おります。

  

（地域福祉推進室長） 　ただ今のご意見を参考にしながら、各種会合の中で分析

 を行い、情報を得て、皆さまや関係団体と協議しながら今

  後も進めてまいりたいと思います。

  

（羽渕委員長） 　高齢者の万引きは全国的な傾向なのでしょうか。または 

  秋田県や秋田市に特化した状況なのでしょうか。

  

（藤原委員） 　具体的なデータに基づいておりませんが、私の知識の中

 でお伝えします。高齢者の受刑者が増えているということ

 はよく言われているところであり、居場所がない方が出所

 してもすぐまた盗んだり無銭飲食するなどして、刑務所に

  戻ることを希望するといった負のスパイラルがあります。

 　それに関しては、本来であれば孤立化を防ぐための政策

 が必要なところでありますが、やはり出所後、窃盗常習犯

 は罪が重くなり、受け入れる側がそういった背景をあまり

 見ることなく、こういった人は受け入れられないというこ

 とで、高齢者施設や普通のアパートなどに入ることもなか

 なか難しいという背景もあって、また刑務所に戻りたいと

 いう方がおり、一定数の方が再犯を重ねて刑務所に戻って

  いるという実態があると思っております。

  

（渡邊委員） 　昨年、大津市で保護司の人が亡くなるという、誠に痛ま

 しい事件がありました。この対象者は自宅で面談をし、殺

 害されたということで、私達保護司も色々な場所で面談す

  る手配をしているところでございます。

 　お願いしたいことは、秋田市内に７か所の市民サービス

 センターがあり、面談を始めているところと、まだやって

 ないところもありますが、市民サービスセンターに加え、
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 各コミュニティセンターにも何とか行政の方で面談の場を

  提供いただきたいということでございます。

 　また、身近な所に町内会館がございます。保護司は地域

 で活動しますので、地域の人と面談をするということは、

 町内会館などが一番妥当なのではと思います。町内会に

 は、各地区の町内会連合会を通じて面談場所を提供いただ

 きたいということをお願いし、再犯を無くすことが一番の

  課題だと思います。

  

（地域福祉推進室長） 　面談場所については、計画１２９ページの表④、新規事

 業として、保護司の面接場所の確保という形で今の意見を

 踏まえながら計画に反映しております。また、さらに踏み

 込んだ面談場所のお話もありましたので、まずは計画に記

 載の場所を確保するという形で進めながら、今後の話し合

 いの中で、面談場所の確保についてもしっかりと行ってい

  きたいと考えております。

  

（萩原委員） 　計画１０６ページ、包括的支援体制の整備について、事

 業の目的として、制度の狭間や複雑化・複合的なケースの

 カッコ中に「８０５０世帯や介護と育児のダブルケアな

 ど」と記載されておりますが、ここにヤングケアラーの問

  題は含まれているのかについてお伺いします。

 　高齢者専門分科会でも話題が挙がっており、議論の中で

 は、これは高齢者専門分科会だけの話ではなく、分野横断

 的に考えなければいけない問題ではないかというような意

 見が委員の皆さまから出ておりましたので、もしヤングケ

 アラーも含まれているのであれば、文言も入れていただく

 のも一つ意味があるのかなというところで、確認と提案を

  させていただきます。

  

（地域福祉推進室長） 　この問題も含めていると事務局では認識しており、今の

 ご提案がありましたので、ヤングケアラーという文言を新

  たに追記する形で修正したいと考えております。

  

（小林委員） 　成年後見制度の利用の促進に関して、現状の成年後見制

 度は使い勝手が悪く、月２万円以上必ず払わなければいけ
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 ないとか、一度使いはじめたら一生使っていかなければい

 けないとか、色々な問題があり、なかなか利用数が増えな

  い状況です。

 　計画１３１ページにもあるとおり、秋田市では令和４年

 １月から秋田市権利擁護センターを設置し、利用者数や相

 談件数も増えてきているようであり、大変すばらしいと思

 います。その一方で、先ほど申し上げましたように、現在

 使い勝手が悪いため、権利擁護、成年後見等を法務省の民

 法部会で改正の取組が令和６年から本格化しておりまし

 て、令和８年から９年には大体改正の概要がまとまり、そ

 の後、令和１０年、１１年から実施に当たるようです。ど

 のような改正になるのかまだ分からない状況ですが、今回

 の第５次秋田市地域福祉計画は令和１０年度までの計画期

 間であり、その間に新しい成年後見や権利擁護法制が導入

 される可能性があることから、秋田市でもなるべく円滑な

  導入と実施をお願いしたいと思います。

  

（長寿福祉課長） 　ご意見ありがとうございます。お話のとおり、国でも制

 度の見直し等に向けての話し合いが行われている状況でご

 ざいます。制度が変わることも含めたご提言だったと思い

 ますが、地域福祉計画は、国の計画を踏まえ、まず、秋田

 市ではどうするかといった計画でございますが、成年後見

 はそもそも法律的な制度である点も踏まえ、制度が変わる

 と、当然、市の内容も若干見直しが必要になってくると思

 います。成年後見制度の現状に合わせて計画を実施してま

  いりたいと考えております。

  

（藤原委員） 　制度の変更について提案がありましたので、補足とお願

 いをしたいと思います。成年後見制度の見直しは、後見、

 保佐、補助の３類型が無くなる方向で検討されていると伺

 っており、そうなると、一時期的に利用できる制度になり

 ますが、今度その方々が困った時に一時的に使える制度に

 なるかというと、周りの労力がとてもかかります。そのよ

 うな制度になった場合に、福祉関係者など、かなりの人手

  が必要と考えられます。

 　意思決定支援につきましては、秋田市で研修も実施され
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 ておりますが、考え方が広まっていないところもあり、ま

 ずはこの考え方を広く関係者、さらには市民一般の方々に

 理解してもらう下地を作っておかないと、新しい制度につ

 いてはパターナリスティックな考え方が広まっており、す

 ぐには運用がしにくい状況かと思います。制度が変わって

 からではなく、意思決定支援の考え方を広めていくこと

 で、制度が変わった時にスムーズに対応できるようにして

  いただきたいと思います。

  

（羽渕委員長） 　他にご質問やご意見がないようですので、今後の修正等

 を含め、細かい文章表現については、委員長、地域福祉専

 門分科会長および事務局に一任させていただくことでよろ

 しいでしょうか。 

  

（委員） 　（異議なし） 

  

（羽渕委員長） 　それでは、これまでの討議をもって、地域福祉専門分科

 会で作成された第５次秋田市地域福祉計画を、社会福祉審

 議会の答申とすることと決定してよろしいでしょうか。 

  

（委員） 　（異議なし） 

  

（羽渕委員長） 　ご異議ないようですので、地域福祉専門分科会で作成さ

れた第５次秋田市地域福祉計画を、社会福祉審議会の答申

とすることと決定します。 

                   

 以上


